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表記について、2018 年 12 月 12 日、総務省、経済産業省及び公正取引委員会は、「デジタル・プラッ

トフォーマーを巡る取引環境整備に関する中間論点整理」（図表）を公表した。これは、2018 年 6 月に

閣議決定された「未来投資戦略 2018」において、プラットフォーマー型ビジネスの台頭に対応したルー

ル整備のために、本年中に基本原則を定め、これに沿った具体的措置を早急に進めるべきものと定めら

れたことを踏まえ、競争政策、情報政策、消費者政策等について多様な知見を有する学識経験者等から

なる「デジタル・プラットフォーマーを巡る取引環境整備に関する検討会」が同年 7月 10日に設置され、

ここでの調査・検討経過が中間的に取りまとめられたものである。 

頭文字を並べて「GAFA」と称されるグーグルやアップル、フェイスブック、アマゾン・コムなど、検

索やネット通販、会員制交流サイト（SNS）、スマートフォンの基本ソフト（OS）のサービスの基盤を

提供するプラットフォーマーと呼ばれるＩＴ企業は、業務を通じて膨大な個人情報を収集して急成長を

続けている。これにより事業者・消費者の受ける利便性は格段に向上し、もはや、GAFA サービスを利

用しない経済活動・国民生活は考えにくい状況に立ち至っていると思われるが、一方で圧倒的な業務シ

ェアや強い立場を背景に、サービスを利用する中小企業等に対し不当な取引を強要する恐れなどその優

越的地位の濫用の怖れが指摘されるようになっている。 

これまでプラットフォーマーは「場の提供者」であり、積極的な責任を負わないとする見方もあった

が「データを制する者が AI を制し、AI を制する者は世界を制する」と言われるデジタル資本主義の時

代が到来し、企業活動や国民生活に極めて大きな影響を持つ存在になり、巨大な購買力を武器に、取引

先に不当な値引きや取引条件を強要する優越的地位を濫用する怖れが危惧されるばかりではなく、顧客

の合意なしに得られた膨大な個人データを AIを用いてビッグデータ化し、これを基に個人のプライバシ

ーを脅かすプロファイリングやスコアリングに不当に利用されるというような由々しき事態も起こり得

る。 

そこで、上記中間試案でも、政府がこうしたプラットフォーマーに一定の監視機能を持つ必要がある

という意見が出てきており、今後、法的な規律をどのように敷くべきかの議論が進められることになろ

う。 

上記を報道した 12 月 13 日の日経新聞は、上記中間論点試案が示したプラットフォーマー規制案のポ

イントとして次の 5つを挙げている。 

①中小企業取引の透明性・公平性を実現するため、独禁法 40条調査（強制調査）も視野に大規模な

調査を行う 

②ITに詳しい専門家を招き、各府省の法執行や政策立案を下支えする組織を創設する 

③潜在的な競争相手の芽を摘まないよう、M&A（合併・吸収）審査でデータや知的財産も評価対象

とする 

④個人情報データには金銭と同様の価値があり、消費者との間で「優越的地位の濫用規制」を適用

する 
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⑤海外事業者への適用法令執行について検討を進める必要がある 

プラットフォーマーが握る個別データは、業務サービスの提供に伴い、ほぼ自動的に、しかも、限界

費用ゼロでほぼ独占的に集められ、たとえ一つ一つの情報の価値は小さくとも、それらを集合して得ら

れる情報が、AI を通じた解析の結果、極めて大きな価値を持つビッグデータに変貌し、利用用途が広範

に拡大して、個人が知らぬ間に守られるべき個人のプライバシーに侵入する怖れがあることは由々しき

重大な問題であり、データーキャピタリズムの将来の在り方を左右する課題として検討を急ぐべきであ

る。 

 

（図表）総務省、経済産業省、公正取引委員会「デジタル・プラットフォーマーを巡る取引環境整備に関す

る中間論点整理」（2018年 12月 12日）の概要 
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